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情報通信行政・郵政行政審議会 

電気通信事業部会（第１２６回）議事録 

第１ 開催日時及び場所 

令和４年９月２６日（月）１０時００分～１０時５９分 

Ｗｅｂ審議による開催 

第２ 出席者 

（１）委員（敬称略）

三友 仁志（部会長）、佐藤 治正（部会長代理）、大谷 和子、

川濵 昇、西村 真由美、藤井 威生、森 亮二

（以上７名） 

(２)総務省

竹村総合通信基盤局長、木村総合通信基盤局電気通信事業部長、

近藤総合通信基盤局総務課長、

飯村事業政策課長、柳迫事業政策課調査官、

関口事業政策課課長補佐、

片桐料金サービス課長、寺本料金サービス課企画官、

浅川料金サービス課課長補佐

(３)審議会事務局

福田情報流通行政局総務課課長補佐

第３ 議題 

（１）諮問事項

ア 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等について

【諮問第３１５３号】 

イ 電気通信事業法第１０９条第１項の規定による交付金の額及び交付

方法の認可並びに同法第１１０条第２項の規定による負担金の額及び

徴収方法の認可（ユニバーサルサービス制度に基づく交付金の額及び
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交付方法の認可並びに負担金の額及び徴収方法の認可）について 

【諮問第３１５４号】 

（２）報告事項 

ア 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の令和３年度

における基礎的電気通信役務の提供に係る経営効率化等の報告につい

て 

イ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電気通信事

業法施行規則の一部改正を踏まえた第一種公衆電話の削減計画等に関

し講じた措置の報告について 
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開  会 

 

○三友部会長  皆様、おはようございます。ただいまから、情報通信行政・郵政行政審

議会電気通信事業部会（第１２６回）を開催いたします。 

 本日は、Ｗｅｂ審議を開催しておりまして、委員８名中７名が出席されております。

定足数を満たしております。 

 Ｗｅｂ審議となりますので、御発言の際はマイク及びカメラをオンにし、お名前をお

っしゃっていただいてから御発言をお願いいたします。 

 また、傍聴につきましては、Ｗｅｂ会議システムによる音声のみでの傍聴とさせてい

ただきます。 

 それでは、お手元の議事に従いまして議事を進めてまいります。本日の議題は、諮問

案件２件、報告事項２件でございます。 

 

議  題 

 

（１）諮問事項 

 ア 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等について 

【諮問第３１５３号】 

 

○三友部会長  初めに、諮問第３１５３号「電気通信事業法施行規則等の一部を改正す

る省令案等について」、まず、利用者に関する情報の適正な取扱い関係について総務省

から説明をお願いいたします。 

○柳迫事業政策課調査官  総務省事業政策課の柳迫と申します。 

 それでは、私からは、資料１２６－１、「電気通信事業法施行規則等の一部を改正す

る省令案等について」のうち、利用者に関する情報の適正な取扱い関係について御説明

します。資料の下側に書いてあるページ数で御説明します。 

 資料の１ページを御覧ください。諮問書でございます。本年６月に、改正電気通信事

業法が公布されたところでございます。この改正電気通信事業法の施行に伴いまして、

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する諮問でございます。 

 ３ページの目次を御覧ください。私からは、（１）と書いてある電気通信事業法施行
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規則等の一部改正のうち、利用者に関する情報の適正な取扱い関係について御説明しま

す。 

 ４ページからが利用者に関する情報の適正な取扱い関係の資料でございます。 

 ５ページを御覧ください。電気通信事業法の一部を改正する法律の概要でございまし

て、今回、御説明するのは②安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確

保の関係でございます。こちらにつきましては、サービスの多様化やグローバル化に伴

い、情報の漏えい・不適正な取扱い等のリスクが高まる中、事業者が保有するデータの

適正な取扱いが一層必要不可欠となっているものでございまして、そうしたことから、

特定利用者情報の適正な取扱いに係る規律と外部送信に係る規律を法律で整備したもの

でございます。 

 ６ページを御覧ください。利用者に関する情報の適正な取扱いに係る制度の規律の内

容としましては、大きく１ポツの特定利用者情報の適正な取扱い関係と２ポツの外部送

信関係がございます。今回、諮問の対象となるのは、１ポツの特定利用者情報の適正な

取扱い関係でございまして、赤の点線で囲っている部分が、本日の諮問対象でございま

す。 

 規律の対象としましては、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供す

る電気通信事業者、この規律の対象者には、下の※で書いております、検索情報電気通

信役務、媒介相当電気通信役務といった、今回の法改正で新たに定義した役務を提供す

る事業者も含まれております。 

 具体的な規律の内容としては、①から⑤まで５つございます。１つ目が、特定利用者

情報の適正な取扱いを確保するための取扱規程の策定・届出でございます。この特定利

用者情報には、※でございますとおり、通信日時・通信内容、氏名・住所などのほか、

特定の個人を識別できないが、ＩＤ・パスワード等により識別することができる利用者

の情報が含まれております。 

 ２つ目の規律としましては、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するための取扱

方針の策定・公表でございます。この取扱方針の記載事項の中には、特定利用者情報を

外国に所在する第三者に取扱いを委託する場合ですとか、外国に所在するサーバーに保

存する場合には、当該委託先やサーバーの所在国の名称を記載事項としているところで

ございます。 

 ３つ目が、毎事業年度、特定利用者情報の取扱状況を自己評価しまして、この取扱規
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程や取扱方針に反映していただくというものでございます。 

 ４つ目が、統括管理者の選任・届出、職務遂行義務を定めるものでございます。 

 ５つ目が、特定利用者情報の漏えい時の報告義務を課すものでございます。 

 ７ページを御覧ください。利用者に関する情報の適正な取扱いに係る制度の適用対象

でございます。先ほど御説明したとおり、特定利用者情報の適正な取扱いに関する規律

につきましては、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信

事業者に規律がかかります。また、大規模かつ分野横断的な検索サービスである検索情

報電気通信役務を提供する電気通信事業者、大規模なＳＮＳサービス等を提供する媒介

相当電気通信役務を提供する電気通信事業者も、今回、規律の対象になります。 

 そのほか、外部送信に関する規律につきましては、下の図を見ていただきますとおり、

利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務を提供する者とのことで、規律が

広く及んでございます。 

 ８ページを御覧ください。今回、省令の規定事項を検討するに当たりまして、電気通

信事業ガバナンス検討会の下の特定利用者情報の適正な取扱いに関するワーキンググル

ープで議論してきました。今年の６月から議論を開始しまして、今年の９月に取りまと

めを策定したところでございます。このメンバーには、事業者団体、経済団体、消費者

団体等、様々なステークホルダーの皆様にも御参加していただき、こうした方々の意見

を丁寧に聞きながら取りまとめを策定したところでございます。 

 ９ページからが具体的な省令の内容でございます。まず、規制対象事業者の範囲①と

して、改正後の電気通信事業法第２７条の５の関係でございます。同法第２７条の５で

は、特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定に係る規定がございま

す。総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を

勘案して、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして、総務省令で定める電気通信

役務を提供する電気通信事業者を、特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業

者として指定することができると規定されております。この省令では、この情報規律の

対象となる電気通信役務を定めるものでございます。 

 この省令で定める事項の①が、規律の対象となる総務大臣による電気通信事業者の指

定及びその解除は、告示・通知によるというものでございます。 

 ②が、実際の規律の対象となる役務の中身でございまして、利用者数が極めて多い場

合は、取り扱う利用者情報も極めて多くなること等を踏まえまして、無料の電気通信役
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務の場合は、利用者が１,０００万人以上である電気通信役務、有料の電気通信役務の

場合は、利用者数が５００万人以上である電気通信役務が規律の対象となるものでござ

います。 

 下の※にもございますとおり、この無料と有料で閾値が異なるのは、有料の電気通信

役務は、情報の適正な取扱いに対する利用者の期待が一層高いと考えられること、そし

て無料の電気通信役務は、１人が複数のアカウントを利用することが少なくないこと等

を考慮して、閾値で差が設けられているところでございます。 

 なお、規律の対象外となる事業者に対しましては、今後、総務省において、ガイドラ

イン等によりまして、特定利用者情報の適正な取扱いを推奨していきたいと考えている

ところでございます。 

 次の１０ページを御覧ください。規制対象事業者の範囲②でございます。改正後の電

気通信事業法第１６４条において、検索情報電気通信役務が定義されてございます。こ

の情報規律の対象となる検索情報電気通信役務の要件を省令で定めるものでございます。 

 改正後の電気通信事業法第１６４条第２項第４号では、この検索サービスのうち、利

用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして、総務省令で定める電気通信役務と規定さ

れております。実際に、省令で定める事項としましては、真ん中にございますとおり、

利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に限定する観点から、２つの要件がご

ざいます。 

 １つ目が、利用者数が１,０００万人以上である電気通信役務、２つ目が、分野横断

的な検索サービスを提供する電気通信役務でございます。なお、レストラン、商品など

特定分野のみの検索サービスは、利用者情報の範囲や社会・経済的影響が限定的である

ため対象外としているところでございます。 

 次の１１ページを御覧ください。規制対象事業者の範囲③でございます。改正後の電

気通信事業法第１６４条の媒介相当電気通信役務関係でございます。省令では、この情

報規律の対象となる媒介相当電気通信役務の要件を定めるものでございます。同法第１

６４条第２項第５号では、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして、総務省令で

定める電気通信役務と規定されております。こちらにつきましても、要件としましては

真ん中にございますとおり、１つ目が、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役

務に限定する観点から、利用者数が１,０００万人以上である電気通信役務、２つ目が、

主として不特定の利用者間の交流を実質的に媒介する電気通信役務とされております。
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具体的には下の※にございますとおり、テキスト、動画または音声によるＳＮＳ、登録

制掲示板、登録制オープンチャット、動画共有プラットフォーム、ブログプラットフォ

ームなどが想定されているところでございます。なお、コメント機能等、付随的に実質

的媒介を行う電気通信役務や商取引に関する情報のみを取り扱う電気通信役務は対象外

となっているところでございます。 

 次の１２ページを御覧ください。特定利用者情報・利用者の範囲の関係でございます。

改正後の電気通信事業法第２７条の５の関係でございますが、特定利用者情報の定義は、

第１号で通信の秘密に該当する情報、第２号で利用者を識別できる情報であって、総務

省令で定めるものと規定されております。この利用者を識別することができる情報であ

って、総務省で定めるものの具体的内容が、真ん中の①でございます。特定利用者情報

には、通信の秘密に該当する情報に加え、利用者を識別できる情報のうち、「データベ

ース等を構成する情報」を構成する情報が該当するとしております。※にございますと

おり、この「データベース等」とは、特定の利用者を識別することができる情報を電子

計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した情報の集合物等を指すと

しておりまして、個人情報保護法でも、安全管理措置等の対象は、個人情報データベー

ス等を構成する個人情報である個人データとして定められているところでございまして、

並びを取っているものでございます。 

 また、利用者の定義でございます。②にございますとおり、契約締結者に加えて、契

約締結者に準ずる者として、「継続的に電気通信役務を利用するための識別符号を付与

された者」が含まれるとしております。これは下の枠囲いの中の取りまとめの内容にも

ございますとおり、利用者が契約締結者または利用登録によりアカウントを有する者と

されておりまして、それを踏まえた省令の規定の整備でございます。 

 最後に１３ページを御覧ください。今後の想定スケジュールでございます。利用者に

関する情報の適正な取扱い関係につきましては、本日諮問させていただき、パブリック

コメントを経た後、１１月下旬に答申を希望しており、答申をいただいた後、速やかに

制定していきたいと考えております。 

 以上が、改正省令のうち、利用者に関する情報の適正な取扱い関係でございます。よ

ろしくお願いします。 

○三友部会長  どうも御説明ありがとうございました。 

 ただいまの御説明は、諮問第３１５３号の前半部分、利用者に関する情報の適正な取
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扱いに関するものでございました。 

 ただいまの説明につきまして、御意見あるいは御質問がございましたらば、チャット

機能にてお申出をお願いいたします。 

 それでは、森委員、よろしくお願いいたします。 

○森委員  御説明ありがとうございました。 

 今回、審議の対象となっております特定利用者情報の適正な取扱いに関する記述と外

部送信に関する規律、これは前者が、立法事実で言いますとＬＩＮＥの問題に対応する

ものであり、特定利用者情報が外国でアクセスを受ける等のことが様々な問題をもたら

すところから規定されたものですし、外部送信規律は、これは立法事実で言いますと、

リクナビの問題やケンブリッジ・アナリティカの問題に対応したものであって、これま

でインターネット広告に用いられていたウェブサイトの閲覧履歴の利用ですね、そのウ

ェブサイトの閲覧利益の収集と利用が、ある意味、無制約に行われている、無制限に行

われていることに対する対応でありまして、時宜を得た必要な立法措置であると、それ

についての省令を定めていることかと思います。 

 いずれも重要な問題ではあるのですけれども、特に外部送信に関しては、これはプラ

イバシーの専門家から、例えば日本では、健康医療情報については、非常に重い規律が

かかっていて、医療分野における、ある意味では自主的な規律、もちろん政府のガイド

ラインもありますが、インフォームドコンセントを中心にした、本人の意思を重視した

重たい規律がかかっているのに対して、ウェブの閲覧履歴については、本人の意向は全

く考慮されていなくて、使い回されていて、逆転の現象が起こっていると。健康医療情

報は、本人にとってある意味、機微な、重要な情報であって、場合によっては要配慮個

人情報であった入りするわけですけれども、ウェブの閲覧履歴については、これは集め

られてしまうと、本人にとって重要な情報になりますが、こっちについては全く制約が

かかっていない。本来であれば利用の必要性の高い健康医療情報、これは公益性は非常

に高いわけですけれども、それに対してウェブの閲覧履歴については、それはもともと

の利用においては、あまり公益性ではなく、これはビジネス利用だったわけですが、こ

ちらについては本人の意向を関係なしに、無制約に利用されてしまっていたことで、逆

転現象であると。本来、公益性の高いものが重い規制がかかっていて、公益性のないも

のが軽い規制しかかかっていないことで、さらには、また様々な大きな問題を引き起こ

したことで、今回、規制の対象となってきたものですので、これは法律、今回、法律で
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はなく省令ですので、どちらかというと細部において定めるわけですけれども、現代に

おける非常に重要な問題の一部ですので、また、必要に応じて規制の範囲・程度等を見

直すこともあり得るものであると個人的には感じておりますので、その旨を申し上げて

おこうと思います。 

 以上です。 

○三友部会長  ありがとうございました。御意見ということで承りたいと思います。 

○森委員  ありがとうございます。 

○三友部会長  ありがとうございました。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、大変重要な内容ではございますので、ぜひ遺漏なきよう、お進めいただけ

ればと思います。 

 それでは、続きまして、残りの部分です。第一種指定電気通信設備制度の見直し関係

について、総務省からお願いをいたします。 

○片桐料金サービス課長  総務省料金サービス課長の片桐でございます。 

 後半部分について御説明をさせていただきます。資料は、右肩の１２ページ以降にな

ります。 

 １ページおめくりいただきまして、１３ページを御覧ください。電気通信事業法の一

部を改正する法律の概要の一番右の四角のところ、③電気通信市場をめぐる動向に応じ

た公正な競争環境の整備が関係する部分でございます。具体的には、ＮＴＴ東西が提供

します固定電話が、令和７年１月までにマイグレーションを完了することを背景といた

しまして、当該ページ右下に赤い四角で囲ってございますところでございますが、第一

種指定電気通信設備の指定の要件であります加入者回線の占有率を算定する区域を、こ

れまでの都道府県から各事業者の業務区域、例えばＮＴＴ東日本であれば東日本、ＮＴ

Ｔ西日本であれば西日本に見直すものでございます。これに関連する省令等を改正する

ものでございます。 

 １４ページを御覧ください。改正の概要でございます。上の四角を御覧いただければ

と思いますけれども、改正点は４つでございます。１つ目が、加入者回線の占有率の算

定方法、２つ目が、指定の対象となる電気通信設備の範囲、３つ目が、ＩＰｏＥ接続と

ＩＰ音声接続に用いる県間通信用設備と、あとはＩＰ音声接続に用いますゲートウェイ
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ルータ、これを新たに第一種指定電気通信設備に加えることと、最後に、その接続料の

算定方法についての規定を整備するものでございます。それぞれ、その下で詳しく御説

明を差し上げたいと思います。 

 まず①加入者回線の占有率の算定方法に係る規定整備でございます。設置する加入者

回線につきまして、指定されることを免れることを目的に、通常の業務区域外の都道府

県にごく少数の加入者回線を設置する潜脱を防止して、適切な算定を行う必要がござい

ますので、加入者回線の設置割合が一定の割合、１００分の１としておりますが、これ

未満である場合は、当該都道府県には加入者回線を設置していないものとみなすことが

１つでございます。左下の図表を御覧いただければと思いますけれども、Ａ県でシェア

が２分の１以上を有している事業者Ｘがいた場合、当然Ａ県では第一種指定電気通信設

備に指定されるものでございますけれども、この指定を免れることを目的に、例えばＢ

県にごく少数の加入者回線を設置するとします。そうしますと、エリアで言うとＡ県、

Ｂ県が業務区域になりまして、この濃い青の部分は２分の１を下回っていることになり

ますので、この場合、Ｘの設備は指定されないことになります。こういった潜脱の防止

をするものでございます。 

 ２つ目が、資料の真ん中の２つ目の丸のところを御覧いただければと思いますが、加

入者回線の数につきまして、シェアドアクセス方式で設置される加入者回線について、

主端末回線を数える方法と分岐端末回線を数える方法の２つ考えられますが、この点、

後者であることを明確にするために、その旨を規定するものでございます。具体的には、

右下を御覧いただければと思いますけれども、シェアドアクセス方式は、光ファイバの

主端末回線を最大８分岐させまして、各利用者宅に繋ぐものでございます。そうします

と、主端末回線で数えれば１、分岐端末回線で数えると最大８になりますけれども、こ

れを分岐端末回線で数えて算定することを明確にするものでございます。 

 続いて、１５ページを御覧ください。②指定の対象となる電気通信設備の範囲に係る

規定整備ですが、ルータ等について、これまで都道府県内の通信を行うものに限り指定

可能としておりました。これに対して、東京及び大阪に設置されるＩＰ音声接続用のゲ

ートウェイルータ、県間通信に係る中継ルータといったものを指定するために、単位指

定区域内の通信を行うものに限り指定可能となっている規定を削除するものでございま

す。併せて、伝送路設備につきましても、県間通信に係る伝送路設備を追加しようとす

るものでございます。 
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 ③第一種指定電気通信設備の指定でございます。具体的には告示によって指定してい

るものでございますけれども、先ほど申しましたＩＰｏＥ接続及びＩＰ音声接続に係る

県間通信用の設備を新たに指定するとともに、ＮＴＴ西日本が東京都に、ＮＴＴ東日本

が大阪府に設置するＩＰ音声接続に係るゲートウェイルータも新たに指定しようとする

ものでございます。 

 ④新たに指定される第一種指定電気通信設備に係る機能の接続料の算定ですが、これ

らの機能に係る接続料を算定するものでございます。まずは、県間通信用設備に係る新

たな法定機能としまして、一般県間中継系ルータ交換伝送機能を追加いたします。こち

らについて、他の電気通信事業者が設置する設備を利用して提供される場合がございま

すが、こういったことを踏まえまして、こうした場合には、他者設備にかかる費用につ

いても接続料に加えるものとする規定を設けます。また、この接続料につきまして、デ

ータ伝送の場合は回線容量、音声伝送の場合は通信量を単位として設定することを原則

とする規定を追加するものでございます。 

 １６ページは、具体的な法律の新旧対照条文でございますので、御参考にしていただ

ければと思います。 

 １７ページが、新たに指定される第一種指定電気通信設備について図示したものでご

ざいます。左側はＩＰｏＥ方式のＩＳＰ接続でございまして、この赤い伝送路の部分が

新たに指定されるものでございます。右側がＩＰ音声接続でございますけれども、同様

に県間の赤い伝送路の部分と、併せて、ＮＴＴ東日本が大阪府に設置するゲートウェイ

ルータ、ＮＴＴ西日本が東京都に設置するゲートウェイルータも新たに指定されるもの

でございます。 

 １８ページ、１９ページは、情報通信審議会における答申の概要を一部抜粋でござい

ますので、御参考にしていただければと思います。 

 最後、２０ページ、経過措置・スケジュールでございます。この省令の施行時に、現

に認可されている接続約款がございますけれども、こちらについての経過措置を規定す

るものでございまして、スケジュールとしましては、当審議会の答申をいただいた後、

速やかに制度を制定いたしまして、改正法の施行日から１年を超えない範囲内において

施行されるようにしたいと考えてございます。 

 私からの説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○三友部会長  どうも御説明ありがとうございました。 
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 ただいまの後半部分の御説明につきまして、御意見あるいは御質問がございましたら、

チャット機能にてお申出をお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、特に御意見あるいは御質問はございませんようですので、それでは、本件

につきましては、総務省から改正案の内容を報道発表していただきまして、インターネ

ットなどに掲載するなどして公告をし、広く意見の募集を行うことといたします。 

 なお、本件のうち、接続等に関する事項に関する意見招請は、資料にありますとおり、

２回実施することとされておりますが、当部会としては、２回の意見招請を行っていた

だいてから接続委員会において調査検討をいただき、その上で最終的に報告をいただい

て答申をまとめることとしてはいかがかと思います。そのような手続でよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

○三友部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、その旨、決定することといたします。 

 柳迫調査官、片桐課長、御説明ありがとうございました。 

 

 イ 電気通信事業法第１０９条第１項の規定による交付金の額及び交付方法の認

可並びに同法第１１０条第２項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可（ユニ

バーサルサービス制度に基づく交付金の額及び交付方法の認可並びに負担金の額及

び徴収方法の認可）について【諮問第３１５４号】 

 

○三友部会長  続きまして、諮問第３１５４号「電気通信事業法第１０９条第１項の規

定による交付金の額及び交付方法の認可並びに同法第１１０条第２項の規定による負担

額の額及び徴収方法の認可（ユニバーサルサービス制度に基づく交付金の額及び交付方

法の認可並びに負担額の額及び徴収方法の認可）について」、続けて片桐課長から御説

明よろしくお願いいたします。 

○片桐料金サービス課長  それでは、御説明をさせていただきます。資料１２６－２を

御覧ください。まず、１ページでございます。諮問書でございますが、基礎的電気通信

役務支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会から、令和４年９月１５日付でユ

ニバーサルサービス制度に係る交付金の額等について認可申請があったものでございま
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す。こちらの申請について、認可することとしたいと考えておりますので諮問させてい

ただくものでございます。 

 ２ページを御覧ください。申請概要でございます。３の申請の概要の①、②でござい

ますけれども、中身につきましては、交付金の額及び交付方法の認可、あとは負担金の

額及び徴収方法の認可でございます。交付方法及び徴収方法に係る認可申請につきまし

ては、例年同様となってございます。交付金の額と負担金の額と詳細な説明につきまし

ては、参考資料を用いて御説明をさせていただければと思いますので、１２ページ以降

の参考資料を御覧ください。 

 まず、１３ページでございます。令和３年度におけるＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本の

ユニバーサルサービス収支表についてでございますが、令和３年度におきまして、ユニ

バーサルサービスの収支の状況は、ＮＴＴ東日本でマイナス２２６億円、ＮＴＴ西日本

でマイナス２９８億円の赤字でございました。ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本でマイナス

５２４億円となってございます。 

 続いて、１４ページでございます。ユニバーサルサービスに係る原価・収益に基づく

補塡対象額の算定についてでございます。ＬＲＩＣモデルに従って算定されましたユニ

バーサルサービスに係る原価・収益に基づき、補塡対象額を算定するものでございます

が、まず①加入電話の基本料でございます。これはベンチマーク方式によりまして算定

しているものでございます。補塡対象、高コストエリアの原価は、下の表の青い部分、

上から３段目にございます２５億９,１００万円が今回の補塡対象額になっているもの

でございます。 

 続きまして、１５ページを御覧ください。②加入電話の緊急通報に係るものでござい

ます。補塡対象額は、基本料の高コスト上位４.９％の加入者回線数に対応した原価と

なってございまして、具体的な原価でございますが、青い部分の上から３段目、４,４

００万円が補塡対象額になるとのことでございます。１６、１７ページの③、④及び⑤

は、第一種公衆電話に係るものでございます。いずれも補塡対象額の算定方法は、原価

マイナス収益の収支差額となっておりまして、まず、③市内通信については、補塡対象

額は、同様に青い部分の中にございますが、３７億円になります。また、④離島特例通

信については５００万円になります。 

 次のページを御覧ください。１７ページでございますけれども、第一種公衆電話の緊

急通報に係るものは３００万円と、これらが補塡対象額になってございます。 
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 １８ページを御覧ください。補塡対象額と番号単価でございます。まず、補塡対象額、

先ほど申したものを加算しまして、合計が、右側の赤い部分の一番上のところでござい

ますが、約６４億円になってございます。これに支援業務費の４,１００万円、また、

予測前年度過不足額の５億９,５００万円を加えまして、それを電気通信番号の総数で

割ることで番号単価が算出されます。その結果、合算番号単価は、１番号につき月２円

となってございます。 

 続きまして、１９ページを御覧ください。今回、１点、イレギュラーな措置をさせて

いただいております。具体的には、今年度のユニバーサルサービスの交付金及び負担金

の額において、原価から、小笠原の母島ビルから大崎ビルの間のき線点ＲＴ－ＧＣ間伝

送路に係る費用、これを除いて原価を算定してございます。この理由でございますけれ

ども、小笠原の母島ビルから大崎ビルの間については、昨年度までは、これはＲＴ－Ｇ

Ｃ間伝送路でありまして、基礎的電気通信役務の提供に要する費用の算定対象外となっ

ていたものでございます。しかしながら、本年度の費用整理の中で、加入者回線数が減

少したことなどから、この母島ビルが、局設置ＦＲＴと判定されまして、その費用が、

平成２０年の情報通信審議会答申の整理に基づきまして、今回、基礎的電気通信役務の

原価に含まれることになりました。この結果、加入者回線の単価が大幅に上昇して、ベ

ンチマークが大幅に上昇することになったものでございます。ただ、この加入者回線の

単価は、ほかのビルの加入者回線単価や前年度までの小笠原母島ビルの加入者回線の単

価と比べまして、著しく高額となっており、また、ベンチマークも前年度までの水準か

ら著しく乖離することになってございます。このため、交付金の額と負担金の額を適正

に算定することを目的としまして、原価について、小笠原母島ビルから大崎ビルの間の

き線点ＲＴ－ＧＣ間の伝送路に係る費用を除いて算定することとしたいと考えておりま

す。 

 こちらがどのようなことであるかにつきまして、次のページ以降の図等を用いて、も

う少し詳細に説明させていただければと思います。２０ページでございますけれども、

こちら、ＬＲＩＣモデル上の設備構成イメージでございまして、昨年度は左側でござい

ます。小笠原の母島ビルはＲＴと判定されていたところ、今年度は局設置ＦＲＴとなっ

てございます。平成２０年の情報通信審議会答申では、実際にＲＴ局の場合に限って接

続料で回収することと整理されていますが、こちらのビルはＧＣ局でございますので、

この整理に基づきますと、今回、基本料で回収することになったものでございます。 
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 ２１ページを御覧いただければと思います。今回、どういった影響があったかでござ

いますが、まず、加入者回線の単価でございます。左側が２０２１年度、これは１,７

３４円でございますけれども、２０２２年度は２９万円以上になることでございます。

この結果、ベンチマークが昨年は１,５２８円だったものが今年は２,３８０円と、これ

も大幅に上昇しているものでございます。 

 ２２ページは、いかにこれがイレギュラーなことであるのかを示したものでございま

す。一番左のグラフを見ていただければと思うのですけれども、ほとんどのものは１回

線当たり５万円以下の、この点線で囲まれた部分に入っておりますが、小笠原の母島は

２９.４万円とのことで、ここからかなり飛び抜けているものでございます。この点線

の中でも、真ん中のグラフを御覧いただければと思いますけれども、ほとんどのものは、

さらにその中でも５,０００円以下のところに入ってございまして、北海道の焼尻、伊

豆諸島の新島などがこの３年間では、全体に比べてかなり高い単価になっていたという

ことでございますが、それらと比べても今回の小笠原母島は著しく高い単価になってい

ると言えるかと思ってございます。 

 それでは、１９ページにお戻りいただければと思うのですけれども、このようにして、

今回、この原価を入れないことについて、上から３つ目の四角を御覧いただきたいので

すが、算定規則第３条ただし書というのがございまして、こちらに基づいて、総務大臣

の許可が得られた場合は、算定規則によらない算定ができることとなってございますの

で、今回、この許可を行いたいと考えているところでございます。 

 この結果でございますけれども、参考を御覧いただきたいのですが、参考の２つ目の

ダイヤを御覧いただければと思います。これによりますと補塡対象額と合算番号単価へ

の影響でございますけれども、まず、補塡対象額については、この措置を行わなかった

場合に比べましてプラス９億円にはなるのですが、昨年度、認可の補塡対象額の６８億

円よりは４億円下回る６４億円でとどまる形になってございます。また、合算番号単価

への影響でございますけれども、これはプラス０.２９８円で、非常に軽微なものにな

りまして、実際にほとんど影響がないと考えてございます。 

 以上を踏まえまして、１０ページ、１１ページにお戻りください。審査結果でござい

ます。以上につきまして、１０ページ、１１ページの審査事項に照らしまして審査した

ところ、いずれも「適」と判断をさせていただいたものでございます。したがいまして、

本件認可申請は、審査基準に適合していると認められるので、認可させていただければ
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と考えている次第でございます。 

 私からの説明は以上です。御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○三友部会長  どうも御説明ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明につきまして、皆様から御意見あるいは御質問がござい

ましたらば、チャット機能にてお申出をお願いいたします。 

 いかがでしょうか。 

 それでは、西村委員、よろしくお願いいたします。 

○西村委員  御説明ありがとうございます。 

 今年、小笠原の件が特別な対応になったことは、説明を聞いて大変納得をいたしまし

た。来年以降も回線数の減少によっては、こういうことが頻発するような可能性もあり

ますので、今後の話も踏まえて、丁寧な御説明をしていただければと思います。 

 以上です。 

○三友部会長  ありがとうございます。 

 それでは、片桐課長、追加で説明できることがございましたらお願いいたします。 

○片桐料金サービス課長  今回のモデルは、ＰＳＴＮモデルを採用していることから生

じるものだと考えてございます。したがいまして、このＰＳＴＮモデルが採用される限

りにおいては、同様な問題は来年以降も発生する可能性はございます。ただ、令和８年

度以降は、ＩＰモデルのみが適用される予定でございまして、こうした問題は起こらな

い可能性が非常に高いと考えてございます。いずれにしましても、来年以降も、こうし

たことが生じた場合については、丁寧な説明をさせていただければと考えてございます。 

 以上でございます。 

○三友部会長  ありがとうございます。 

 西村委員、よろしいでしょうか。 

○西村委員  はい。ありがとうございます。 

○三友部会長  大変重要な指摘だと理解いたしました。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、本件につきましては、当審議会の議事規則第４条第１項の規定に従い、諮

問された内容を報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどして公告し、広く

意見の募集を行うことといたします。 
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 本件に関する意見招請は、９月２７日火曜から１０月２６日水曜までといたしますが、

そういった方向でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○三友部会長  ありがとうございました。 

 それでは、その旨、決定することといたします。 

 片桐課長、御説明ありがとうございました。 

 

（２）報告事項 

 ア 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の令和３年度における

基礎的電気通信役務の提供に係る経営効率化等の報告について 

 

○三友部会長  続きまして、報告事項に移ります。「東日本電信電話株式会社及び西日

本電信電話株式会社の令和３年度における基礎的電気通信役務の提供に係る経営効率化

の報告について」、総務省から説明をお願いいたします。 

○浅川料金サービス課課長補佐  総務省料金サービス課、浅川でございます。 

 資料１２６－３に基づきまして御報告させていただきます。ＮＴＴ東西の基礎的電気

通信役務の提供に係る経営効率化の報告等についてということでございまして、１ペー

ジを御覧ください。報告概要をまとめてございます。１の経緯でございますけれども、

ユニバーサルサービス制度に係る交付金・負担金の額等について、初年度である平成１

８年度の認可の際に、当時の情報通信審議会より、総務省及びＮＴＴ東西に対して、設

備利用部門の費用の経営効率化の実績等を報告するよう御要望をいただいてきたもので

ございます。そのため、毎年度、この時期に御報告をしている次第でございます。 

 報告の概要でございます。（１）実績でございますけれども、ＮＴＴ東西どちらも８.

７％の設備利用部門費用の効率化で報告が来てございます。主な取組としましては、毎

年、同様の記載でございますけれども、人員数の削減、業務の集約・アウトソーシング

やスリム化等によりまして効率化を進めていることでございます。特にＮＴＴ西日本に

おいては、業務の集約のところ、拠点数が昨年は２７拠点でございましたのが１５に減

っているところが昨年との違いでございます。 

 ２ページにお進みください。市場環境の変化や競争の進展等が収支に及ぼした影響に

ついて、代表的なものとして、ＮＴＴ東西それぞれにおいて、加入電話基本料の収益に
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ついては契約数が減少しており、費用についても、それに伴いまして回線コストや設備

利用部門コストの削減を図ったことにより、それぞれ大きく減少をしているところでご

ざいます。 

 この２ページが主要な説明でございまして、３ページ以降、原本でございますので、

御参照いただければと思います。 

 簡単でございますが、御報告は以上でございます。 

○三友部会長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明につきまして、御意見あるいは御質問がございましたら

ば、よろしくお願いいたします。 

 例年の御報告と理解しております。 

 大谷委員。よろしくお願いいたします。 

○大谷委員  ありがとうございます。大谷でございます。 

 今年も御説明をいただきましてありがとうございました。ユニバーサルサービス制度

に基づく交付金を部分的にせよと受けているとのことで、経営効率化についての御努力

を毎年続けていただき、こういう場で継続的に御説明をいただいているということ、確

かに着実に経営効率化の実績が上がっていると受け止めさせていただいております。こ

の経営効率化の状況について、広く見える化としていただいている取組は非常に重要な

ものだとは思いますけれども、これまでも毎年７％の目標を着実にこなしていただいて

いる信頼感もございますし、こういった場で報告することを、今後も同様の形で続ける

必要があるかどうかにつきましては、そろそろ見直してもいい時期にかかっているので

はないかと思っております。単に報告が不要ということではなく、経営効率化の状況は

広く世の中に知ってもらう場として、今までも生かされていたと思いますので、それが

継続する形で再検討していただけることを御提案できればと思います。 

 以上でございます。 

○三友部会長  ありがとうございました。 

 それでは、総務省から、いかがでしょうか。 

○浅川料金サービス課課長補佐  大谷委員、ありがとうございます。 

 御指摘のとおりで、実績として報告を受けること、ＮＴＴ東西において経営効率化を

実施していること自体については大変大事なことだと思います。他方で、当審議会に対

して、３月にも見込みの計画の報告をさせていただいているところでございますので、
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報告の方法等については、簡素化等、もっと工夫のできるやり方がないかを検討させて

いただきまして、また諮らせていただきたいかと存じます。 

 ありがとうございます。 

○三友部会長  ありがとうございます。 

 大谷委員、よろしいでしょうか。 

○大谷委員  はい。よろしくお願いいたします。 

○三友部会長  ありがとうございます。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 

 イ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電気通信事業法施行

規則の一部改正を踏まえた第一種公衆電話の削減計画等に関し講じた措置の報

告について 

 

○三友部会長  続きまして、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の

電気通信事業法施行規則の一部改正を踏まえた第一種公衆電話の削減計画等に関し講じ

た処置の報告について」でございます。こちらにつきましても、総務省から御説明をお

願いいたします。 

○浅川料金サービス課課長補佐  引き続きご説明させていただきます。 

 資料１２６－４を御覧ください。表紙からお進みいただきまして、右肩１ページを御

覧ください。御報告の経緯をまとめてございます。本年２月に、当審議会より、電気通

信事業法施行規則の一部改正案について、審議・答申をいただきました。内容について

は、第一種公衆電話の設置基準の緩和等でございまして、答申の中で、ＮＴＴ東西に対

して、今回の省令改正案に応じた第一種公衆電話の削減計画の報告、公表、さらに適切

な周知公表の実施を求めるとのことで頂戴したところでございます。これを踏まえまし

て、総務省よりＮＴＴ東西に対して要請をしたところでございまして、６月に、その報

告が参りましたので、その概要について御説明させていただきます。 

 お進みいただきまして、２ページを御覧ください。報告内容を１枚にまとめてござい

まして、１の第一種公衆電話の削減について、目標の削減台数としましては、昨年度末
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時点で約１０万９,０００台でございますのが、１０年間で３万台まで減少させるとい

うことで、年間８,０００台ペースで減少をさせていくと聞いてございます。具体的に

は、利用頻度であるとか社会的要請が高いものについては残置させた上で、多重設置で

あるとか公地の設置等を中心に、まずは当初５年間で削減を進めていく。また、真ん中

のところにステップ２とございますけれども、６年目以降は、個人事業の店舗等を中心

に削減を進めていき、目標の台数まで減らしていくことで報告が来てございます。１

（２）は、令和４年度における削減に要する費用の見込みでございまして、こちらは委

員限りでございますので、記載のとおりの見込みとなってございます。 

 また、２の第一種公衆電話の削減に関する国民利用者への情報提供について、ＮＴＴ

東西のホームページにおいて、削減の必要性、削減計画、場所のオープンデータ化、災

害時用公衆電話の紹介などを掲載しているとともに、実際に削減する公衆電話機には、

撤去日を記載した貼り紙を掲示していると聞いてございます。 

 こちらが概要でございまして、以降は参考と報告の原本でございますので、御参照い

ただければと思います。 

 簡単でございますが、報告は以上でございます。 

○三友部会長  御説明ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの内容につきまして、御意見あるいは御質問がございましたらば、

チャット機能にてお申出をお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 それでは、特に御意見がないようでございますので、この件につきましては御報告を

いただいたものとさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○三友部会長  以上で本日の審議は終了いたしました。全体を通して、この機会に皆様

から何かございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

○福田情報流通行政局総務課課長補佐  事務局でございます。 

 次回の電気通信事業部会につきましては、また別途、御連絡を差し上げますのでよろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○三友部会長  それでは、以上で本日の会議を終了いたします。どうもありがとうござ
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いました。 

 

閉  会 
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